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１．本マニュアルの位置付け 

  本マニュアルは、平成２３年６月に、渋谷駐車場整備地区（以下、「渋谷地区」という。）において 

その地区特性に応じた駐車施設の適切な確保と運用を図り、利用者の利便性の向上及び交通環境の改

善に資することを目的として策定した「渋谷地区駐車場地域ルール」（以下、「地域ルール」という。）

に関して、その具体の内容について示したものである。 

 本マニュアルは、「本編」と「技術指針」に分けており、「本編」は主に地域ルールの考え方を 

「技術指針」は駐車需要台数の設定、申請書類の作成方法、申請手続き等について記載したものであ

る。 

 地域ルールの適用に当たっては、本マニュアルを活用し、地域ルールの目的に沿った駐車場の整備

及び運用を進めていくこととする。 

 なお、本マニュアルは渋谷地区の交通環境や駐車場の利用状況の変化など地区の状況の変化に併せ

て、適宜、更新していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域ルール策定の背景と目的 
 

○東京都駐車場条例（昭和 33 年東京都条例第 77 号）（以下、「都条例」という。）による駐車施設

の附置義務制度は、原則として、建築物単位に一律の基準によって駐車施設の設置を義務づける

ものであったが、地域によっては、基準どおりの駐車施設を設けることが不合理な場合がある。 

このため、都条例が改正され、地区特性に対応した駐車施設の整備基準（地域ルール）による

駐車施設の設置が可能となった。（平成 14年 10月１日施行） 

○大規模な床面積に対応した附置義務駐車場のあり方が問われるなか、渋谷駅周辺地域においては、

東京の顔としての役割の一端も担うべく都市再生緊急整備地域に政令で指定（平成 17年 12月）

され、再開発等の促進により、大規模建物の建設が予定されている。 

○「渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン２００７」（平成 19年 9月）をはじめとする渋谷区の

上位計画では、渋谷地区の公共交通機関が極めて発達しているという特性を活かし、環境問題や

快適な歩行環境形成の観点から、自動車交通に過度に依存しない「まちづくり」を目指している。 

 ○このような状況を踏まえ、渋谷地区では、駐車場整備地区を見直し（平成 19年 4月）、渋谷地区 

駐車場整備計画を策定（平成 22年 3月）した。渋谷地区における地域ルールは、地区の特性や 

将来のまちづくり、駐車施設の需給バランス等を考慮し、渋谷地区全体での総合的な取組みによ 

り、駐車施設の適切な確保と運用を図り、利用者の利便性の向上及び交通環境の改善に資するこ 

とを目的とする。 

 
【渋谷地区駐車場地域ルール】 

 
【渋谷地区駐車場地域ルールの運用に関する要綱】 

 

 
■渋谷地区駐車場地域ルール運用マニュアル（本編・技術指針） 

■渋谷地区駐車場地域ルール運用基準 

渋谷地区駐車場地域ルールの枠組み 
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◆都市の魅力と国際競争力を高めるシンボリックな大規模建物が求められ、大規模な床面積に

対応した附置義務駐車場のあり方が問われている。 

◆渋谷駅周辺地域は、都市再生緊急整備地域に政令で指定され、再開発等の促進による大規

模建物の建設により、東京の顔としての役割の一端も担うことが大きく期待されている。 

◆渋谷地区は、公共交通機関が極めて発達しており、環境問題や市街地活性化の観点から、自

動車交通に過度に依存しない「まちづくり」への対応が問われている。 

◆渋谷地区は、全域的には比較的駐車施設に余裕があり、地区特性である小規模建物が個別

に駐車場を確保することは「歩いて楽しいまちづくり」の形成上望ましくない。 

ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら 

◆敷地面積の小さな建築物では、単独での駐車場整備が難しい。個別に対応すると駐車場出入

口が多数できてしまい、歩行者の安全性や回遊性が低下したり、交通渋滞が発生したりするな

ど、まちのにぎわいや地区の交通に対する悪影響が懸念される。 

◆地区、用途によっては駐車需要量を大きく上回る駐車施設が供給される。 

◆特に、駅中心地区における開発では、公共交通利用率が高いため、駐車場条例に基づいて附

置義務駐車場を整備すると、過大な施設が整備されることになる。 

◆荷さばき車両、二輪車の路上駐車台数が多い一方、これを受け入れる駐車施設が少ない。 

渋
谷
地
区
の
特
性
か
ら 

地区の特性や将来のまちづくり、駐車施設の需給バランス等を考慮し、

駐車施設の適切な確保と運用を図るため、地域ルールを策定する 

上位計画・関連計画 

○都市計画マスタープラン 
 

○都市再生緊急整備地域の地域整備方針 
 

○渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン 2007 

・歩行者中心のまちづくり 

・自動車交通流入量の削減 

・路上荷捌き対応の実施等 
 

○渋谷地区駐車場整備計画 

・駅中心地区の拠点形成にふさわしい駐車施

設の確保と運用 

（駐車実態に即した施設の整備） 

渋谷地区の交通の現状 

○通過交通の状況 

・国道 246号、明治通り等の幹線道路・交

差点の慢性的渋滞 

○アクセス交通の状況 

・自動車分担率が低い（特に駅中心地区） 

・自動二輪、荷捌き車両等の路上駐車が

多い 

渋谷駅中心地区における将来懸念事項 

・大規模開発に伴うアクセス交通の増加による、さらなる交通環境の悪化 

・現行の附置義務制度による過大な駐車場整備 

○駐車場の利用状況 

・駐車場が十分に利用されていない 

・地区、用途によりバラつきがある 
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３．渋谷地区駐車場地域ルールの基本的な枠組み 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

○渋谷地区は、全域的には駐車施設に余裕があり、今後、駐車場条例に基づいて附置義務駐車場を

整備すると、地区、用途によっては駐車需要量を大きく上回る駐車施設が供給される恐れがある。 

○一方、荷さばき車両、二輪車の路上駐車台数が多いが、これを受け入れる駐車施設が少ない。 

○したがって、路上駐車や自動二輪・荷捌き駐車スペースの不足などの地域における駐車課題を踏

まえた駐車施策を実施することにより、附置台数の減免を認め、適正な駐車施設の整備と十分に

活用されていない既存駐車場の有効活用を行い、地域全体の交通環境・駐車環境の改善を図る。 

○また、駐車場出入口を減少させ、快適な歩行環境の形成、まちのにぎわいを向上させるため、駐

車場の集約化（隔地確保）を図る。（周辺の歩行者量や道路管理、交通管理、運輸管理などの交

通環境の観点から、隔地することが望ましい場合などを含む。） 

○附置台数の減免や駐車場の集約化は、渋谷地区を６地区に分割した各地区の特性、将来のまちづ

くり、駐車施設の需給バランス等を考慮し、駐車施設の適切な確保と運用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【附置台数の減免と、駐車場の集約化（隔地確保）の組み合せ】 

 附置減免 隔地 駐車施策 

 
 

地域ルール 

対象建築物 

 

○ 

 

― 
以下の施策を単独または複数を組合せて実施 

・隔地の受け皿駐車場確保 

・自動二輪駐車スペース確保 

・荷捌き駐車スペース確保 

・公共駐車スペース確保 など 

 

○ 

 

○ 

 

― 

 

○ 

 

※隔地のみを申請する場合は、駐車施策を実施しない場合もある。 

※既存建築物については、附置減免した駐車場の部分を駐車場以外の用途へ転用する場合も考えられる。 

【附置台数の減免】 

・地域の駐車課題を踏まえた駐車施策を実施することにより、附置台数の減免を認める。 

【駐車場の集約化（隔地確保）】 

・建築物の規模や周辺交通状況等を勘案し、駐車場の隔地確保を積極的に認める。 

附置台数の減免 

駐車需要が附置義務台数を下回る場合

は、附置台数の減免を認める。 

駐車場の集約化（隔地確保） 

地域のための駐車施策の実施 

（隔地の受け皿となる駐車場、自動二

輪・荷捌きスペースの確保、駐車場ネッ

トワーク整備等） 

建築物の規模や周辺交通状況を勘案

し、周辺の適切な位置において隔地で

駐車場を確保することを積極的に認

める。 
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４．適用地区 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

○駅直近地区については、公共交通機関分担率が高く、複数の大規模開発の整備・計画が進められ

ており、開発交通により発生集中交通量の増加及び過大な駐車場整備が懸念されることから、特

に効率的な駐車場の整備と運用を図るため、特別なルールを設定する。 

○駅直近地区は、歩行者デッキ、地下通路等により、自動車交通と歩行者交通が立体的に分離され、

安全で快適な歩行空間により、駅への動線が確保された街区とする。 

 

【地域ルールの適用地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域ルールの適用地区は、渋谷駐車場整備地区全体とする。 

○なお、公共交通機関分担率が高い「駅直近地区」は、特別なルールを設定する。 
 

駅直近地区―――駅街区及び駅街区に面する街区で、駅と歩行者動線で結ばれた 

一体的範囲 

 

       
      大規模開発 

      （駅直近地区） 
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【駅直近地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．地域ルール適用の対象となる駐車場 

 

 

（解説） 

○地域ルールの対象は、都条例の対象となる建築物（既存建築物を含む。）である。 

※既存建築物とは、都条例に基づき駐車施設を設置し、既に建てられている建築物をいう。 

※既存建築物で、建築確認申請行為を伴わない場合も対象となる。 

○地域ルールの対象となるすべての駐車場が、地域ルールに参画することが望ましい。 

○地域ルールに基づいて隔地を受け入れる駐車場には、附置義務対象外の駐車場も考えられる。こ

のような駐車場は、駐車場を隔地確保した事業者の報告や現地調査により、地域ルールの運用状

況を確認することで、適正な維持管理が実施されているかを定期的に把握する。 

○地域ルールの対象は、東京都駐車場条例に基づく、附置義務駐車施設とする。 

国道 246号 

道玄坂 

宮益坂 

明
治
通
り 

マークシティ 

フクラス 

サクラ 

ステージ 

ストリーム 

ヒカリエ 

駅街区 
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６．駐車場台数の設定と駐車施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

○需要台数は、可能な限り当該建築物の立地や用途等の特性を反映することが望ましいことから、類

似施設等の実績をもとに算定することを基本とする。 

○既存建築物について、地域ルールを適用する場合は、当該既存施設の繁忙期の駐車実績をもとに算

定することとする。 

○需要台数の算定にあたっては、類似施設等の平常期及び繁忙期の需要台数を算出し、その差を余裕

台数とする。周辺駐車場との連携や、運用段階で駐車施設の増設が可能な場合は、余裕台数を縮小

することができる。ただし、大規模マニュアルの手順に基づいて駐車需要台数を算定する場合は、

原則として、余裕台数を縮小することはできない。 

○大店立地法の適用を受ける建築物は、同法に基づき必要とされる駐車台数を確保する。なお、渋谷

地区は公共交通利用が多く自動車分担率が低い地区であるため、「立地法指針」に示される算定式・

各種係数に基づく算定台数を整備すると実需要と乖離が発生する懸念がある。そのため、地域ルー

ルを適用する駐車場は、立地法指針に示される特別の事情として、既存類似店のデータ等を根拠と

する方法で算出することができる。 
○なお、駅直近地区の複合用途ビルにおいては、平日・休日の利用状況の違いに着目し、「業務・商

業用途兼用の考え方に基づく駐車台数の設定」（次頁図参照）により、平日・休日別に集計し、多

い方を駐車需要台数とする。 
 ○地域貢献としての確保すべき駐車スペースについては、不特定多数の人が利用する自転車駐車スペ 

ースの確保も同様に扱う。 
 
 
 
 
 
 

○駐車場台数は、当該建築物の需要台数に駐車施策に伴う台数を加算して設定する。 
①当該建築物の需要台数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②駐車施策に伴う台数（地域貢献として確保する駐車スペース） 

周辺の路上駐車状況等を勘案し、地域貢献としての確保すべき駐車スペース（路上駐車対策、 

地域荷捌き・二輪車の公共駐車スペースの確保）等を踏まえて設定する。 
 
○駅直近地区の複合用途ビルにおいては、平日・休日の利用状況の違いに着目し、 

平日・休日別に集計した結果、多い方を駐車需要台数とする。 
 
○地域の駐車課題を踏まえた駐車施策の実施と附置台数の減免に応じた負担を行う。 

 

 

（駐車原単位）×（当該施設の用途別床面積） 
 

※駐車原単位は、類似施設又は既存施設（以下、「類似施設等」という。）の繁忙期の駐車実績から、用

途別床面積あたりの駐車台数として設定する。 

※類似施設等の駐車実績がない大規模な建築物（おおむね商業 5,000㎡以上、業務 10,000㎡以上）は、 

大規模開発地区関連交通計画マニュアル（以下、「大規模マニュアル」という。）等に基づいて算定す

る。 

※類似施設等の駐車実績がない中小規模の建築物（おおむね商業 5,000㎡未満、業務 10,000㎡未満） 

にあっては、都条例による附置義務台数を準用する。 

※大規模小売店舗立地法（以下「大店立地法」という。）の適用を受ける建築物は、同法の基準に基づき

算出される駐車台数を下回ってはならない。なお、渋谷地区は公共交通利用が多く自動車分担率が低

い地区であるため、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」（以下、「立地法指

針」という。）に示される算定式・各種係数に基づく算定台数を整備すると実需要と乖離が発生する懸

念がある。そのため、地域ルールを適用する駐車場は、立地法指針に示される特別の事情として、既

存類似店のデータ等を根拠とする方法で算出することができる。 
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【駐車場台数の積み上げのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場整備地区 

 駅直近地区 

 

○下記台数を積み上げて設定 

・当該建築物の需要台数 

・駐車施策に伴う整備台数 

○複合用途ビルで大店立地法の適用を受ける

施設の駐車需要台数については、用途別の駐

車需要を平休別に合算し、平日または休日の

多い方を採用する。（用途兼用の考え方） 
 
※荷さばき駐車施設の台数は、別途算出し、上限を 

１０台としない。 

※身障者対応駐車場の台数は、都条例及び関係法令等

に準拠し、需要台数の内数とする 

 

 

 

 

○地域の駐車課題を踏まえた駐車施策 

【駐車施策の具体例】 

・隔地駐車場の確保 

・路上駐車対応、荷捌き・二輪車の駐

車スペース、自転車駐輪スペースの

確保  など 

適用 

地区 

 

駐車場台

数の設定 

 

 

 

駐車施策 

の実施 

○地域の駐車課題を踏まえた駐車施策 

【駐車施策の具体例】 

・隔地駐車場の確保 

・路上駐車対応、荷捌き・二輪車の駐車スペ

ース、自転車駐輪スペースの確保  など 

・駐車場ネットワークの形成・一体的運営 

・移動制約者のための公共駐車場の整備 

・フリンジ駐車場の利用促進措置 

（シャトルバスの運用等）     など 

○下記台数を積み上げて設定 

・ 当該建築物の需要台数 

・ 駐車施策に伴う整備台数 

 

 

 
 
 
※荷さばき駐車施設の台数は、別途算出し、 

上限を１０台としない。 

※身障者対応駐車場の台数は、都条例及び関

係法令等に準拠し、需要台数の内数とする 

 

○附置台数の減免に応じた負担 地域貢献 

協力金 
○附置台数の減免に応じた負担 

駐車施策に伴う台数 

路上駐車 

収容 

減免台数 

平常期需要台数 

余裕台数  

 

附置義務台数 

（現行法制度） 

附置義務台数 

（現行法制度） 
当該建築物の需要台数 

（繁忙期需要台数） 

地域貢献として確保する 

駐車スペース 



 

 

 8 

 

参考～ 用途兼用の考え方（駅直近地区のルール） 

（駅直近地区の複合用途ビルで大店立地法の適用を受ける施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考２～ 地域ルールの適用範囲と大店立地法の適用範囲が異なる場合の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【大店立地法の適用範囲と東京都駐車場条例の適用範囲の関係性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務用途と商業用途では、平日と休日の利用状況が異なるため、駐車需要を別々に算出し、合算

すると、結果的に過大な駐車場を整備することになる。 

○用途別平休別の駐車需要を勘案し、業務用途と商業用途の駐車場を兼用させることで、実質的な

必要駐車台数の整備が図られる。 

平日 休日 

業務 商業 業務 商業 

業務 

商業 

業務 

商業 

休日 平日 

【現行法制度等に基づく駐車台数の設定】 

用途兼用 

【業務・商業用途兼用の考え方に基づく駐車台数の設定】 

平日・休日 
のどちらか 
多い方 

業務 

商業 

東京都駐車場条例 

適用範囲 

大店立地法 

適用範囲 

建物 

 

建物 

 

○大規模小売店舗立地法の適用を受ける建築物は、場合によっては、建築確認申請並びに東京都駐

車場条例は建物単位に申請、大店立地法については「一の建物」として届出となる場合がある（下

図参照）。 

○その場合は、適用範囲が異なるため、大店立地法に基づき算出される必要駐車台数の確保を確約

することにより、東京都駐車場条例に基づき、建物ごとの東京都駐車場条例の附置義務台数を審

査対象とする。 

通路等 

道路 
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７．隔地駐車場の確保 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

○渋谷地区の特性として、敷地面積の小さな建築物が多いことがあげられる。 

これらの建築物では、個別に対応すると駐車場出入口が多数できてしまい、歩行者の安全性や回遊性

が低下する、交通渋滞が発生するなど、まちのにぎわいや地区の交通に対する悪影響が懸念される。 

○したがって、渋谷地区駐車場地域ルールにおいては、附置義務台数の少ない小規模な建築物（敷地面

積おおむね 500 ㎡以下）の駐車場（既存駐車場も含む。）を集約するための隔地を積極的に認め、そ

の受け皿となる隔地駐車場の確保を図る。 

○駅直近地区においては、特に快適な歩行環境の形成を目指す趣旨から、駐車目的車両を駅直近地区へ

極力呼び込まないために、地区外からの隔地を抑制し、地区外への隔地を推奨する。（駅直近地区の

ルール） 

○また、駅直近地区外への隔地については、シャトルバスの運営、料金低減策など、隔地駐車場が円滑

に利用されるための対策が講じられている場合は、東京都駐車場条例の隔地距離の基準（おおむね 300

ｍ）の弾力的な運用を図る。（駅直近地区のルール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小規模な駐車場の隔地を積極的に認める。 

○駅直近地区においては、駅直近地区外からの隔地を抑制し、駅直近地区外への隔地を 

推奨する。 

○駅直近地区から駅直近地区外への隔地については、隔地駐車場との連携が十分に図られ

るような対策が講じられる場合は、東京都駐車場条例の隔地距離の基準の弾力的な運用

を図る。 

 

【留意事項】 

○身障者対応の駐車場については、原則として隔地確保は認めない。 

（小規模な建築物において、地域の交通環境上、身障者対応の駐車場を含めて集約することが望ましく、

隔地駐車場からの円滑な動線が確保される場合等は認める） 

○荷捌き車両の駐車場については、原則として隔地確保は認めない。 

（地域荷捌きや共同荷捌きの推進を図るため、荷物の横持ち等が円滑な動線で確保される場合等は認

める） 

○隔地距離が駐車場条例の基準（おおむね 300ｍ）を超える場合の隔地の是非については、審査・承認の

過程において、距離だけでなく、地形的な分断要素、上下移動等の制約などを考慮しながら、その妥

当性を検証する。 

 

駐車場整備地区 

 
駅直近地区 

 
・ 小規模な駐車場の隔地を積極的に認

める。 

・ 新規または既存駐車場において隔地

の受け皿となる駐車場の整備または

有効活用を図る。 

・ 駅直近地区外への隔地を積極的に認める。 

・ 駅直近地区外からの隔地を抑制する。 

・ 隔地駐車場との連携が十分に図られる場合

は、駐車場条例の隔地距離の基準の弾力的な

運用を図る。 

適用 

地区 

 

隔地駐車

場の確保 

 



 

 

 10 

【駐車場出入口の集約化による快適な歩行環境の形成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【駅直近地区の隔地駐車場確保】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ 

 

Ｐ 

 

Ｐ 

歩行者動線の分断に 

よる回遊性の低下 

交通渋滞の発生に 

伴う悪影響 

歩行者動線 

 

 

 

 

 

集約

Ｐ 

駐車場の隔地 

歩行者動線 

交通渋滞の軽減による 

交通環境の改善 

歩行者動線の分断箇所の 

減少による回遊性の向上 

回遊性の低下 

 

地域ルールの適用地区 

（駐車場整備地区） 

駅直近地区 
駅直近地区への

隔地の抑制 

駅直近地区からの

隔地を推奨 

※駅直近地区の内々の隔地は認める 

 

Ｐ 

 

Ｐ 

 

 
Ｐ 

Ｐ 
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８．駐車施設の効率的な活用方法 

 

 

 

 

 

◆駐車施設を有効活用するための施策項目（例） 

 

（１）周辺駐車場との一体的運営 

①駐車場ネットワークの形成 

②共通駐車券、共通ロゴマークやサイン等の 

利用しやすい情報提供 

③駐車料金体系の構築 

 

 

 

 

 

（２）駐車場案内システムの構築 

①駐車場満空情報提供システムの構築・運営 

②駐車場内における空き車室の案内表示システムの構築・運営 

 

（３）フリンジ駐車場の利用促進 

①フリンジ駐車場の活用・運営協力 

②フリンジ駐車場料金に対する補助 

③シャトルバス運行構築・運営 

④円滑な手荷物搬送・受け渡しサービス 

 

 

 

 

（４）路上駐車対策等 

①路外駐車場への誘導、指導 

②自動二輪車駐車場への転用 

③地域荷捌き施設への転用 

④自転車駐輪スペースへの転用 

○地域ルールの導入にあたっては、駐車目的車両による交通負荷の軽減、路上駐車の解消等、

地域の様々な駐車課題に対応するため、附置台数の減免に併せて駐車施策を実施し、効率

的な駐車場の活用を図る。 

 

シャトルバス運行

駅直近地区 

フリンジ 

駐車場 駅直近地区 

 

駐車場ネットワーク 

【駐車場ネットワークのイメージ】 

 

【自動二輪車駐車場 整備例】 【荷捌き駐車場 整備例】 

【フリンジ駐車場とは】 
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９．実効性を確保するための方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

○地域ルールの導入によって、附置台数を減免したことにより、駐車場が不足するといったようなこ

とがあってはならない。 

○そのため、地域ルールを導入しようとする施設の事業者は、あらかじめ駐車場を適正に運用するよ

う対策を検討し、運用段階で支障が生じた場合は、駐車施策の追加実施を行い、対応を図る。 

○また、駐車場不足にあたっては、事業者はもとより、行政や利用者が協力し、地域全体でソフト・

ハードの段階的な対応を図って行くことが考えられる。 
 

【事業者、利用者、行政の協力のもとに行う、路上駐車に対する段階的な対応のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○駐車場を適正に運用するための検討と対応 

地域ルールを導入しようとする施設の事業者は、駐車場台数の設定を行う際、駐車場を適正に運用す

るよう対策を検討し、運用にあたり支障が生じた場合は、駐車施策の追加実施を行う。 

○継続調査の実施と報告 

・地域ルールを導入した事業者は、駐車施設の適正な維持管理を行い、併せて継続的な駐車実態調査を 

実施し、渋谷地区駐車対策協議会に年１回報告書を提出する。 

・渋谷地区駐車対策協議会は、事業者からの報告書をまとめ、地域ルールの運用状況等について渋谷地

区駐車場地域ルール運営委員会に報告を行う。 

・渋谷地区駐車場地域ルール運営委員会は、地域ルールの運用状況及び遵守状況を把握し、年１回地域

ルールの成果を都知事及び区長に報告する。 

○調査結果データの蓄積とフィードバック 

地域ルールの運用段階で行う継続的な駐車実態調査のデータは、その蓄積を図り、他の申請者の類似

施設データとして活用するとともに、駐車需要予測の精度を高めるため活用する。 

施設周辺道路に慢性的な駐車待ち行列が発生 

【ソフト的対応】 

○隔地駐車場や周辺駐車場の誘導を図る 

・駐車場位置、経路の周知 

・誘導員の配置 

○自動車での来客の抑制を促す 

・広報 

・公共交通利用者へのサービス 

○駐車場料金を変更する 

・隔地駐車場料金を下げる 

・施設付帯の駐車場料金を上げる 

 

【ハード的対応】 

○駐車施設の増設（物理的空間が確保されている場合） 

○新たな隔地駐車場の確保 
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１０．地域ルール申請・審査手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業者（申請者）は、駐車施策や隔地先等を検討したうえで、必要駐車場台数を試算し、

地域ルールの承認申請手続きを行う。 

○地域ルール運用組織は、第三者機関である審査組織の審査を経た後、適正な駐車場台数を

回答する。 

○地域ルールの審査手続き後、東京都（または渋谷区※２）の担当窓口に東京都駐車場条例認

定申請等の手続きを行う。 
※１ 地域ルールに参加しない事業者は、通常の都条例に基づく手続きを行う 

※２ 延床面積 10,000 ㎡以下の建築物については、渋谷区が申請窓口 

  

建築確認申請書の確認 

⇒誓約書 提出 

 

建物着工 

地域ルール運用組織 事業者（申請者） 
都・区・警視庁 

担当窓口 

 

申請 

適用協議 

審査委託  
審査組織 

 

相談 

指導 

事前相談 
相談 

指導 

 
地域ルール 

運営委員会 

 

報告 

回答 

 

 

 

 
 
駐車対策協議会 

 

申請受付 

 

審査手続 

事前相談 

完了届  

建物検査 

 

建物竣工 
検査済証 

 
完了検査 

 

 

 

 

   

  

都・区・民 

完了検査申請 

事前相談 
東京都 
渋谷区 
警視庁 

駐車場条例 
認定申請 

認定申請 

認定通知 

 
 

 

 

 

   

  建築確認 

都・区 

 

建築確認申請 

確認申請 

又は報告 

確認済証 

 
 

 

 

 

   

  建築確認 

都・区 

指定確認検査機関 

大店立地法 

 

申請 

回答 

 
 

 

 

 

都 

承 認 

大店立地法 

との事前調整 

調整 

 

 

申請 

回答・通知 

【適用申請フロー】 

※適用申請フロー図については、基本的な
申請の流れを示したものであり、実際の
手続きは前後する可能性があります。 

 
都市計画諸制度等 

 
 

 

 

 

   

  建築確認 

都・区 

許可・認定申請 

許可・認定通知 

 
 

 

 

 

   

  建築確認 

都・区 

竣工後等 
 

年１回の報告義務 

（駐車利用状況等） 

届出 

報告 

※既存建築物（建築確認申請行為 
なし）で地域ルールの適用を受け 
る場合の手続きの流れ。 

※既存建築物についても、誓約書 
提出、完了届提出については 
適用されます。 
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１１．地域ルール運用組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

（解説） 

○「渋谷地区駐車対策協議会」の組織形態・構成は一般社団法人（非営利型）とする。 

○「渋谷地区駐車場地域ルール運営委員会」は、渋谷地区駐車場地域ルール策定協議会を継続発展さ

せた組織とし、学識経験者、地区の住民組織の代表、都市管理者、道路管理者、警視庁等で構成す

る。「地域貢献協力金活用専門分科会」は、学識経験者、都市管理者、道路管理者等で構成する。 

○「審査組織」は、専門的かつ客観的な見地から検証し、公平な審査を行うため、学識経験者をはじ

めとする専門委員で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手続き・審査の窓口事務、審査結果の通知、地域貢献協力金の管理及びこれを活用した駐

車施策を推進する組織として、「一般社団法人渋谷地区駐車対策協議会」を設置する。 

○地域ルールの適用協議、運用状況の確認・報告、地域ルールの見直し、駐車施策の調整を

行う組織として、「渋谷地区駐車場地域ルール運営委員会」を設置する。また、その分科会

として、地域貢献協力金を活用した駐車施策について審議する「地域貢献協力金活用専門

分科会」を設置する。 

○施設計画、駐車需要予測の審査を行う第三者機関として、「審査組織」を設置する。 

【地域ルール運用組織】 

 

・事前相談、申請、審査窓口事務 

・承認、不承認の結果通知 

・地域貢献協力金等の管理 

・駐車施策の検討、付議、事業化 

・運用状況の把握、整理 

渋谷地区駐車対策協議会 

（非営利型一般社団法人） 
 

・地域ルール適用協議 

・駐車施策の回答 

・運用状況の確認・報告 

・地域ルールの見直しの検討 

 

審査組織 

・駐車需要予測等の審査 

⑦回答 

⑥適用協議 

事業者（申請者） 
 

・駐車需要予測 

・駐車施策検討 

・駐車場利用状況報告 

①事前相談 

③申請 

②指導 

⑧審査結果通知 

⑩認定通知 

⑨認定申請 

都・区（各担当窓口） 

・警視庁 

・駐車場条例手続き 

・建築基準法手続き 

・大店立地法手続き 

渋谷地区駐車場 

地域ルール運営委員会 

 

④審査委託 ⑤審査結果 
報告 

※矢印は、申請・審査手続きの流れ 

検討機能 

窓口事務機能 

審査機能 

地域貢献協力金管理機能 

施策推進機能 

報告機能 

地域ルール運用組織 

情報共有 

地域貢献協力金 
活用専門分科会 

地域貢献協力金を活用した 
駐車施策について審議 
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１２．審査手数料及び地域貢献協力金 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域貢献協力金の活用について 

各種上位計画の方針や地区の特性、将来のまちづくりの観点から、”誰もがめぐり歩いて楽しい魅力ある街”の

実現に向けた施策に活用できるよう、活用方針を以下のとおり定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○審査手数料 

・申請者は、申請手続きの際に、審査手数料を渋谷地区駐車対策協議会に支払う。 

○地域貢献協力金 

・地域ルールの適用を受けた事業者（申請者）は、地域の駐車対策のための費用を負担する

ものとする。 

・地域貢献協力金は、渋谷地区駐車対策協議会が管理し、駐車施策費用、事務経費等に充て

る。 

 

 

活用方針 

大方針：“誰もがめぐり歩いて楽しい魅力ある街” 

に寄与する施策に活用すること 

具体方針： 

1.ハード面での活用方針 

① 集約駐車場整備の推進・駐車場出入口の削減に資する施設整備への活用 

② 荷捌き駐車場・観光バス駐車場等事業用車両に対応する施設整備への活用 

③ ﾆｭｰﾓﾋﾞﾘﾃｨ・その他渋谷地区における各種交通施策に対応する施設整備への活用 

 

2.ソフト面での活用方針 

① 駐車場・交通施設の利用状況把握のためのシステム整備への活用※ 

② 駐車場への誘導に関するシステム整備への活用※ 

③ デジタル技術等による技術革新を盛り込んだ交通施策への活用※ 

※実施に際して先進企業・スタートアップ企業連携への活用も見込 
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・地域ルール適用協議 

・運用状況の確認・報告 

・地域ルールの見直しの検討 

・駐車施策の回答 

 

 

→：駐車施策の審査の流れ 

→：適用協議の流れ（参考） 

→：地域貢献協力金の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域貢献協力金等の流れ】 

 

 

・事前相談、申請、審査窓口事務 

・承認、不承認の結果通知 

・地域貢献協力金等の管理 

・駐車施策の検討、付議、事業化 

・運用状況の把握、整理 

 

事業者（申請者） 

・駐車需要予測 

・駐車施策検討 

・駐車場利用状況報告（竣工後、年１回） 

審査結果 

通知 

申請手続 
誓約書、地域貢献協力金

に関する協定書 

地域貢献協力金を活用した駐車施策（例示） 

・荷捌き、二輪車等の駐車施設の整備 
・歩行空間の拡幅整備 
・路上駐車実態調査 
・広報（パンフレット作成等） 
・案内板、誘導標識等の設置 
・事業者の実施する駐車施策への補助 
・ICT 技術等を活用した駐車場の案内誘導に関する設備整備 
・その他渋谷地区における地域貢献協力金の活用方針に適合
すると認められる施策 など 

駐車施策費等 

事務経費 

回答 

適用協議 

渋谷地区駐車対策協議会 

（非営利型一般社団法人） 

渋谷地区駐車場 

地域ルール運営委員会 

 

審査手数料 地域貢献協力金 

②付議 
（駐車施策等） 

③回答 

 

【審議事項】 

①上位計画等との整合性 

②施策の効果 

③費用対効果等 

④その他の助言 

地域貢献協力金 
活用専門分科会 

審査権限委任 報告 

①協力金活用 

の事前協議 

（協定第５条） 

渋谷区 

審査組織 

・駐車需要予測等の審査 

審査 

結果 

報告 

審査 

委託 



 

 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷地区駐車場地域ルール運用マニュアル 

平成２３年 12月 

平成２６年 12月 改定 

平成３０年 ８月 改定 

令和 ５年 10月 改定 

渋谷地区駐車場地域ルール運営委員会 

【事務局】渋谷区まちづくり推進部渋谷駅中心五街区課 

〒150-8010 渋谷区宇田川町 1-1 

TEL：03-3463-2945 


